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令和８年度 
  伊勢原市会計年度任用職員 

募集要項 
保健福祉部 健康づくり課 

問い合わせ先：0463-94-4609 

１ 応募受付期間 

 令和８年４月２７日（月）～令和８年５月８日（金） 

２ 募集人数、募集職種及び勤務条件等 

1 募集人数 １名 
2 職種 一般事務員 
3 必要な資格等 特になし 
4 勤務内容 電話応対、窓口応対、パソコン（エクセル・ワード）

の基本操作、健康づくり課事務全般に係る事務補助 
5 勤務場所 伊勢原市役所分室 健康づくり課 
6 報酬等 時間給１，２３１円（令和８年４月２３日現在） 
7 勤務日数 週４日勤務（シフト制） 
8 土日勤務 あり 
9 休日等 土日、祝日 
10 始業・終業の時刻 ８時３０分から１７時００分まで 

※早朝業務従事による時差出勤あり 
（７時３０分から１６時００分まで／年間最大１０日程

度） 
11 休憩時間 正午から午後 1 時まで（1 時間） 
12 時間外勤務の有無 なし 
13 任用期間 令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで 
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３ 応募資格 

  「２ 募集人数、募集職種及び勤務条件等」の「３ 必要な資格等」に記載され

た資格を有する人で、地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない人とします。 
  なお、選考の途中で、応募資格が無いことが明らかになった場合は、その後の選

考は受験できません。この場合は、棄権と同様に取り扱います。また、合格してい

る場合は、合格を取り消します。 

４ 申込方法 

会計年度任用職員として働くことを希望される方は、保健福祉部健康づくり課へ

「会計年度任用職員選考申込書」を直接提出してください。 
 原則、郵送では受け付けませんので、必ず持参してください。 

（１）受付期間 
   令和８年４月２４日（金）～令和８年５月８日（金） 
 （２）受付時間  

原則土日、祝日を除く午前９時～午後５時  

ただし、５月７日（木）・８日（金）は午後４時３０分まで 

 （２）提出書類 
○会計年度任用職員選考申込書（写真貼り付けあり） 
 所定の申込書に必要事項をもれなく記入のうえ、申込書に写真を貼付して

ください。 
 写真は、申込前３ヶ月以内に撮影した鮮明なもの使用してください。 
 ※縦３．５㎝、横３．０㎝、上半身、正面向き、脱帽のもの。裏面に氏名 
  を記入してください。 
 また、専門の資格が必要な職種については、申込時に資格を証明する書類

の写しを提出してください。 
 この他、この選考で提出された書類は一切返却できません。ただし、書類

不備等により受付できない書類は返却します。 
 さらに、受験資格を満たしていない場合や提出書類に不備がある場合、申

込期限を過ぎている場合は受付できません。 
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５ 選考の実施から採用まで 

  選考は面接試験を実施します。具体的な面接の日程については、お申込みいただ

いた方に、個別にご連絡いたします。 
  なお、選考に合格された方の採用は、原則、任用期間の開始日とします。 

６ 各種手当、休暇制度等 

（１）各種手当 

給与関係の条例、規則の定めるところにより、通勤手当、期末手当等に相当す

る報酬が支給されます。 

（２）休暇制度 

     任用期間や勤務日数に応じて年次休暇を付与します。 
また、休暇の関係の条例、規則の定めるところにより、忌引休暇などの特別休 

暇もあります。 
（３）社会保険 

健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより、加入要件 
を満たす場合はそれぞれ加入します。 

７ 再度の任用について 

年度終了後、人事評価結果等により公募によらず再度任用される場合がありま 
す。なお、再度の任用には上限（２回まで）があります。 
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